
〇⽩井市地域防災計画【資料編】 

修正案 現⾏ 
資料-2 

⽩井市防災会議の構成 
 

区 分 機 関 名 役 職 
会 ⻑ ⽩井市 市⻑ 

第１号委員 
国⼟交通省 関東地⽅整備局 千葉国道事務所 柏維持修繕出張所 所⻑ 
銚⼦地⽅気象台 台⻑ 

第２号委員 
海上⾃衛隊下総教育航空群 下総教育航空群司令
陸上⾃衛隊第１空挺団第１普通科⼤隊第１中隊 中隊⻑ 

第３号委員 

千葉県印旛地域振興事務所 所⻑ 
千葉県印旛⼟⽊事務所 所⻑ 
千葉県印旛保健所（印旛健康福祉センター） 所⻑ 
千葉県印旛農業事務所 所⻑ 
千葉県企業局船橋⽔道事務所 千葉ニュータウン⽀所 ⽀所⻑ 

第４号委員 千葉県警察 千葉県印⻄警察署 署⻑ 

第５号委員 
⽩井市 副市⻑ 
⽩井市教育委員会 教育⻑ 

第６号委員 
印⻄地区消防組合 消防⻑ 
⽩井市消防団 消防団⻑ 

第７号委員 

NTT 東⽇本株式会社 千葉事業部千葉⻄⽀店 ⽀店⻑ 
東京電⼒パワーグリッド株式会社東葛⽀社 ⽀社⻑ 
東京ガス株式会社千葉⽀社 副⽀社⻑ 
京葉⽡斯株式会社供給企画部災害対策室 室⻑ 
⽇本郵便株式会社⽩井郵便局 局⻑ 
北総鉄道株式会社 新鎌ヶ⾕駅務区⻑ 

第８号委員 

印旛市郡医師会 代表 
印旛郡市⻭科医師会 代表 
⽩井市社会福祉協議会 会⻑ 
⽩井市⾃治連合会 副会⻑ 
⽩井⾃治会防災会 会⻑ 
笹塚３丁⽬⾃治会防災会 代表 
⽩井市⾚⼗字奉仕団 委員⻑ 
特定⾮営利活動法⼈⾸都圏防災⼠連絡会 理事 

第９号委員 
⻄印旛農業協同組合 代表理事組合⻑ 
⽩井市商⼯会 主幹 
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区 分 機 関 名 役 職 
会 ⻑ ⽩井市 市⻑ 
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国⼟交通省 関東地⽅整備局 千葉国道事務所 柏維持修繕出張所 所⻑ 
銚⼦地⽅気象台 台⻑ 

第２号委員 
海上⾃衛隊下総教育航空群 下総教育航空群司令
陸上⾃衛隊第１空挺団第１普通科⼤隊第１中隊 中隊⻑ 

第３号委員 

千葉県印旛地域振興事務所 所⻑ 
千葉県印旛⼟⽊事務所 所⻑ 
千葉県印旛健康福祉センター センター⻑ 
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第５号委員 
⽩井市 副市⻑ 
⽩井市教育委員会 教育⻑ 

第６号委員 
印⻄地区消防組合 消防⻑ 
⽩井市消防団 消防団⻑ 

第７号委員 

東⽇本電信電話株式会社 千葉事業部千葉⻄⽀店 ⽀店⻑ 
東京電⼒パワーグリッド株式会社東葛⽀社 ⽀社⻑ 
東京ガス株式会社千葉⽀社 副⽀社⻑ 
京葉⽡斯株式会社供給企画部災害対策室 室⻑ 
⽇本郵便株式会社⽩井郵便局 局⻑ 
北総鉄道株式会社 新鎌ヶ⾕駅務区⻑ 

第８号委員 

印旛市郡医師会 代表 
印旛郡市⻭科医師会 代表 
⽩井市社会福祉協議会 会⻑ 
⽩井市⾃治連合会 副会⻑ 
⽩井⾃治会防災会 会⻑ 
笹塚３丁⽬⾃治会防災会 代表 
⽩井市⾚⼗字奉仕団 委員⻑ 
特定⾮営利活動法⼈⾸都圏防災⼠連絡会 理事 

第９号委員 
⻄印旛農業協同組合 代表理事組合⻑ 
⽩井市商⼯会 主幹 

 



資料-4 
災害救助法による救助の程度、⽅法及び期間⼀覧表 

（千葉県災害救助法施⾏細則、令和 7 年 3 ⽉）

救助の種類 対象 費⽤の限度額 期間 備考 
避難所の設置 
（法第4条第1
項） 

災害により現に被害を
受け、⼜は受けるおそ
れのある者に供与す
る。 

＜基本額＞ 
避難所設置費 
 １⼈１⽇当たり350円以内 
  
 ⾼齢者等の要援護者等を収
容する「福祉避難所」を設置
した場合、当該地域における
通常の実費を⽀出でき、上記
を超える額を加算できる。 

災害発⽣の⽇から７⽇以
内 

１ 費⽤は、避難所の設置、維持
及び管理のための賃⾦職員等
雇上費、消耗器材費、建物等の
使⽤謝⾦、借上費⼜は購⼊費、
光熱⽔費並びに仮設便所等の設
置費を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費は別
途計上 

３ 避難所での⽣活が⻑期に わ
たる場合等においては、ホテル･
旅館など宿泊施設の借上げを実
施し、これを供与することが出
来る。(ホテル・旅館の利⽤額は
7,000円（⾷費込・税込）／泊・
⼈以内とするが、これにより難
い場合は内閣府と事前に調整す
る。) 

避難所の設置 
（法第4条第2
項） 

災害が発⽣するおそれ
の 
ある場合において、被
害を受けるおそれがあ
り、現に救助を要する
者に供与する。 

＜基本額＞ 
避難所設置費 
１⼈１⽇当たり350円以内 
⾼齢者等の要援護者等を収容
する「福祉避難所」を設置し
た場合、当該地域における通
常の実費を⽀出でき、上記を
超える額を加算できる。 

法第２条第２項による救
助を開始した⽇から、災害
が発⽣し 
なかったと判明し、現に救
助の必要がなくなった⽇
までの期間（災害が発⽣
し、継続して避難所の供与
を⾏う必要が⽣じた場合
は、法第２条第２項に定め
る救助を終了する旨を公
⽰した⽇までの期間） 

1 費⽤は、災害が発⽣するおそれ
がある場合において必要となる
建物の使⽤謝⾦や光熱⽔費とす
る。なお、夏期のエアコンや冬
期のストーブ、避難者が多数の
場合の仮設トイレの設置費や、
避難所の警備等のための賃⾦職
員等雇上費など、やむを得ずそ
の他の費⽤が必要となる場合
は、内閣府と協議する。 

2 避難に当たっての輸送費は別
途計上 

応急仮設住宅
の供与 

住家が全壊、全焼⼜は
流失し、居住する住家
がない者であって、⾃
らの資⼒では住家を得
ることができない者 

建設型応急住宅 
１ 規模 

 当該地域の実情、世帯構
成等に応じて設定する。 

２ 基準額 １⼾当たり 
  6,883,000 円以内 
３ 建設型仮設住宅の供与終

了に伴う解体撤去及び⼟地
の原状回復のために⽀出で
きる費⽤は、当該地域にお
ける実費。 

災害発⽣の⽇から20⽇以
内に着⼯ 

１ 費⽤は設置にかかる原材料費、
労務費、付帯設備⼯事費、輸送
費及び建築事務費等の⼀切の経
費として6,883,000 円以内であ
ればよい。 

２ 同⼀敷地内等に概ね 50⼾以
上設置した場合は、集会等に利
⽤するための施設を設置でき
る。（50 ⼾未満であっても⼩規
模な施設を設置できる） 

３ ⾼齢者等の要援護者等を数⼈
以上収容する「福祉仮設住宅」
を設置できる。 

４ 供与期間は２年以内
賃貸型応急住宅 
１ 規模 
  建設型仮設住宅に準じ

る。 
２ 基準額 
  当該地域の実情に応じた

額とする。 

災害発⽣の⽇から １ 費⽤は、家賃、共益費、敷⾦、
礼⾦、仲介⼿数料、⽕災保険等、
⺠間賃貸住宅の貸主、仲介業者
との契約に不可⽋なものとし
て、地域の実情に応じた額とす
る。 

２ 供与期間は建設型仮設住宅と
同様。 

資料-4 
災害救助法による救助の程度、⽅法及び期間⼀覧表 

（千葉県災害救助法施⾏細則、令和 5 年 12 ⽉）

救助の種類 対象 費⽤の限度額 期間 備考 
避難所の設置
（法第4条第1
項） 

災害により現に被害を
受け、⼜は受けるおそ
れのある者に供与す
る。 

＜基本額＞ 
避難所設置費 
 １⼈１⽇当たり340円以内 
  
 ⾼齢者等の要援護者等を収
容する「福祉避難所」を設置
した場合、当該地域における
通常の実費を⽀出でき、上記
を超える額を加算できる。 

災害発⽣の⽇から７⽇以
内 

１ 費⽤は、避難所の設置、維持
及び管理のための賃⾦職員等雇
上費、消耗器材費、建物等の使
⽤謝⾦、借上費⼜は購⼊費、光
熱⽔費並びに仮設便所等の設置
費を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費は別
途計上 

３ 避難所での⽣活が⻑期に わ
たる場合等においては、ホテル･
旅館など宿泊施設の借上げを実
施し、これを供与することが出
来る。(ホテル・旅館の利⽤額は
7,000円（⾷費込・税込）／泊・
⼈以内とするが、これにより難
い場合は内閣府と事前に調整す
る。)

避難所の設置
（法第4条第2
項） 

災害が発⽣するおそれ
の 
ある場合において、被
害を受けるおそれがあ
り、現に救助を要する
者に供与する。 

＜基本額＞ 
避難所設置費 
１⼈１⽇当たり340円以内 
⾼齢者等の要援護者等を収容
する「福祉避難所」を設置し
た場合、当該地域における通
常の実費を⽀出でき、上記を
超える額を加算できる。 

法第２条第２項による救
助を開始した⽇から、災害
が発⽣し 
なかったと判明し、現に救
助の必要がなくなった⽇
までの期間（災害が発⽣
し、継続して避難所の供与
を⾏う必要が⽣じた場合
は、法第２条第２項に定め
る救助を終了する旨を公
⽰した⽇までの期間） 

1 費⽤は、災害が発⽣するおそれ
がある場合において必要となる
建物の使⽤謝⾦や光熱⽔費とす
る。なお、夏期のエアコンや冬
期のストーブ、避難者が多数の
場合の仮設トイレの設置費や、
避難所の警備等のための賃⾦職
員等雇上費など、やむを得ずそ
の他の費⽤が必要となる場合
は、内閣府と協議する。 

2 避難に当たっての輸送費は別
途計上

応急仮設住宅
の供与 

住家が全壊、全焼⼜は
流失し、居住する住家
がない者であって、⾃
らの資⼒では住家を得
ることができない者 

建設型応急住宅 
１ 規模 

 当該地域の実情、世帯構
成等に応じて設定する。 

２ 基準額 １⼾当たり 
  6,775,000 円以内 
３ 建設型仮設住宅の供与終

了に伴う解体撤去及び⼟地
の原状回復のために⽀出で
きる費⽤は、当該地域にお
ける実費。 

災害発⽣の⽇から20⽇以
内に着⼯ 

１ 費⽤は設置にかかる原材料費、
労務費、付帯設備⼯事費、輸送
費及び建築事務費等の⼀切の経
費として6,775,000 円以内であ
ればよい。 

２ 同⼀敷地内等に概ね 50⼾以
上設置した場合は、集会等に利
⽤するための施設を設置でき
る。（50 ⼾未満であっても⼩規
模な施設を設置できる） 

３ ⾼齢者等の要援護者等を数⼈
以上収容する「福祉仮設住宅」
を設置できる。 

４ 供与期間は２年以内
賃貸型応急住宅 
１ 規模 
  建設型仮設住宅に準じ

る。 
２ 基準額 
  当該地域の実情に応じた

額とする。 

災害発⽣の⽇から １ 費⽤は、家賃、共益費、敷⾦、
礼⾦、仲介⼿数料、⽕災保険等、
⺠間賃貸住宅の貸主、仲介業者
との契約に不可⽋なものとし
て、地域の実情に応じた額とす
る。 

２ 供与期間は建設型仮設住宅と
同様。



炊き出しその
他による⾷品
の給与 

１ 避難所に収容さ
れた者 

２ 住家に被害を受
け、若しくは災害に
より現に炊事ので
きない者 

１⼈１⽇当たり1,330円以内 災害発⽣の⽇から７⽇以
内 

  ⾷品給与のための総経費を延給
⾷⽇数で除した⾦額が限度額以内
であればよい。 
 （１⾷は １/３⽇） 

飲料⽔の供給 現に飲料⽔を得るこ
とができない者 
（飲料⽔及び炊事の
た め の ⽔ で あ る こ
と。） 

当該地域における通常の実費 災害発⽣の⽇から７⽇以
内 

輸送費、⼈件費は別途計上 

被服、寝具
その他⽣活
必需品の給
与⼜は貸与 

全半壊（焼）、流失、
床上浸⽔等により、⽣
活上必要な被服・寝
具、その他⽣活必需品
を喪失、若しくは毀損
等により使⽤するこ
とができず、直ちに⽇
常⽣活を営むことが
困難な者 

１ 夏季（４⽉〜９⽉）、冬
季（10⽉〜３⽉）の季別は
災害発⽣の⽇をもって決
定する。 

２ 下記⾦額の範囲内 

災害発⽣の⽇から10⽇以
内 

１  備 蓄 物 資 の 価 格 は 年 度 当
初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

区分 １⼈世帯 ２⼈世帯 ３⼈世帯 ４⼈世帯 ５⼈世帯
６⼈以上
１⼈増す 

ごとに加算
全壊 
全焼 
流失 

夏    19,800    25,400    37,700    45,000    57,000      8,300
冬    32,800    42,400    59,000    69,000    87,000     12,000

半壊 
半焼 

床上浸⽔ 
夏     6,500     8,700    13,000    15,900    20,000      2,800
冬    10,400    13,600    19,400    23,000    29,000      3,800

医療 医療の途を失った者 
（応急的処置） 

１ 救護班 
使⽤した薬剤、治療材料、

医療器具破損等の実費 
２ 病院⼜は診療所 

国⺠健康保険診療報酬の
額以内 

３ 施術者 
協定料⾦の額以内 

災害発⽣の⽇から14⽇以内 患者等の移送費は、別途計上 

助産 災害発⽣の⽇以前⼜
は以後７⽇以内に分
べんした者であって
災害のため助産の途
を失った者（出産のみ
ならず、死産及び流産
を含み現に助産を要
する状態にある者） 

１ 救護班等による場合は、 
使⽤した衛⽣材料等の実
費 

２ 助産師による場合は、慣
⾏料⾦の100分の80以内の
額 

分べんした⽇から７⽇以内 妊婦等の移送費は、別途計上 

被災者の救
出 

１ 現に⽣命、⾝体が
危険な状態にある
者 

２ ⽣死不明な状態
にある者 

当該地域における通常の実費 災害発⽣の⽇から３⽇以内 輸送費、⼈件費は、別途計上 

住家の被害
の拡⼤を防
⽌するため
の緊急の修
理 

災害のため住家が半
壊、半焼⼜はこれら
に準ずる程度の損傷
を受け、⾬⽔の侵⼊
等を放置すれば住家
の被害が拡⼤するお
それがある者 

住家の被害の拡⼤を防⽌す
るための緊急の修理が必要
な部分に対して、１世帯当た
り 51,500円以内 

災害発⽣の⽇から１０⽇
以内 

 

⽇常⽣活に
必要な最⼩
限度の部分
の修理 

 １ 住家が半壊、半焼
若しくはこれらに
準ずる程度の損傷
（以下、「準半壊」
という。）を受け、
⾃らの資⼒により
応急修理をするこ
とができない者 

２ ⼤規模な補修を⾏
わ なければ居住する
こと が困難である程

居室、炊事場及び便所等⽇常
⽣活に必要最⼩限度の部分
１世帯当たり準半壊以外 71
7,000円以内準半壊 348,000
円以内 

災害発⽣の⽇から３ヵ⽉以
内（災害対策基本法第23条
の3第1項に規定する特定災
害対策本部、同法第24条第
1項に規定する⾮常災害対
策本部⼜は同法第28条の2
第1項に規定する緊急災害
対策本部が設置された災害
にあっては、６ヵ⽉以内） 

 

炊き出しその
他による⾷品
の給与 

１ 避難所に収容さ
れた者 

２ 住家に被害を受
け、若しくは災害に
より現に炊事ので
きない者

１⼈１⽇当たり1,230円以内 災害発⽣の⽇から７⽇以
内 

  ⾷品給与のための総経費を延給
⾷⽇数で除した⾦額が限度額以内
であればよい。 
 （１⾷は １/３⽇） 

飲料⽔の供給 現に飲料⽔を得るこ
とができない者 
（飲料⽔及び炊事の
た め の ⽔ で あ る こ
と。）

当該地域における通常の実費 災害発⽣の⽇から７⽇以
内 

輸送費、⼈件費は別途計上 

被服、寝具
その他⽣活
必需品の給
与⼜は貸与

全半壊（焼）、流失、
床上浸⽔等により、⽣
活上必要な被服・寝
具、その他⽣活必需品
を喪失、若しくは毀損
等により使⽤するこ
とができず、直ちに⽇
常⽣活を営むことが
困難な者 

１ 夏季（４⽉〜９⽉）、冬
季（10⽉〜３⽉）の季別は
災害発⽣の⽇をもって決
定する。 

２ 下記⾦額の範囲内 

災害発⽣の⽇から10⽇以内 １  備 蓄 物 資 の 価 格 は 年 度 当
初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

区分 １⼈世帯 ２⼈世帯 ３⼈世帯 ４⼈世帯 ５⼈世帯
６⼈以上
１⼈増す 

ごとに加算
全壊
全焼 
流失

夏    19,200    24,600    36,500    43,600    55,200      8,000
冬    31,800    41,100    57,200    66,900    84,300     11,600

半壊
半焼 

床上浸⽔
夏     6,300     8,400    12,600    15,400    19,400      2,700
冬    10,100    13,200    18,800    22,300    28,100      3,700

医療 医療の途を失った者 
（応急的処置） 

１ 救護班 
使⽤した薬剤、治療材料、

医療器具破損等の実費 
２ 病院⼜は診療所 

国⺠健康保険診療報酬の
額以内 

３ 施術者 
協定料⾦の額以内 

災害発⽣の⽇から14⽇以内 患者等の移送費は、別途計上 

助産 災害発⽣の⽇以前⼜
は以後７⽇以内に分
べんした者であって
災害のため助産の途
を失った者（出産のみ
ならず、死産及び流産
を含み現に助産を要
する状態にある者）

１ 救護班等による場合は、 
使⽤した衛⽣材料等の実
費 

２ 助産師による場合は、慣
⾏料⾦の100分の80以内の
額 

分べんした⽇から７⽇以内 妊婦等の移送費は、別途計上 

被災者の救
出 

１ 現に⽣命、⾝体が
危険な状態にある
者 

２ ⽣死不明な状態
にある者

当該地域における通常の実費 災害発⽣の⽇から３⽇以内 輸送費、⼈件費は、別途計上 

住家の被害
の拡⼤を防
⽌するため
の緊急の修
理 

災害のため住家が半
壊、半焼⼜はこれら
に準ずる程度の損傷
を受け、⾬⽔の侵⼊
等を放置すれば住家
の被害が拡⼤するお
それがある者

住家の被害の拡⼤を防⽌す
るための緊急の修理が必要
な部分に対して、１世帯当た
り 50,000円以内 

災害発⽣の⽇から１０⽇
以内 

 

⽇常⽣活に
必要な最⼩
限度の部分
の修理 

 １ 住家が半壊、半焼
若しくはこれらに
準ずる程度の損傷
（以下、「準半壊」
という。）を受け、
⾃らの資⼒により
応急修理をするこ
とができない者 

２ ⼤規模な補修を⾏
わ なければ居住する
こと が困難である程

居室、炊事場及び便所等⽇常
⽣活に必要最⼩限度の部分
１世帯当たり準半壊以外 70
6,000円以内準半壊 343,000
円以内 

災害発⽣の⽇から３ヵ⽉以
内（災害対策基本法第23条
の3第1項に規定する特定災
害対策本部、同法第24条第
1項に規定する⾮常災害対
策本部⼜は同法第28条の2
第1項に規定する緊急災害
対策本部が設置された災害
にあっては、６ヵ⽉以内）

 



度に住 家が半壊（焼）
した者 

学⽤品の給与 住家の全壊（焼）、流
失、半壊（焼）⼜は床
上浸⽔により学⽤品を
喪失⼜は損傷等により
使⽤することができ
ず、就学上⽀障のある
⼩学校児童、中学校⽣
徒、義務教育学校⽣
徒及び⾼等学校等⽣徒 

１ 教科書及び教科書以外の教
材で教育委員会に届出⼜はそ
の承認を受けて使⽤している
教材、⼜は正規の授業で使⽤
している教材実費 

２ ⽂房具及び通学⽤品は、１
⼈当たり次の⾦額以内 
⼩学校児童 5,200 円 
中学校⽣徒 5,500 円 
⾼等学校等⽣徒 6,000 円 

災害発⽣の⽇から 
（教科書） 
 １ヵ⽉以内 
（⽂房具及び 

通学⽤品） 
15⽇以内 

１ 備蓄物資は評価額 
２ ⼊進学時の場合は個々の実情

に応じて⽀給する。 

埋葬 災害の際死亡した者を
対象にして実際に埋葬
を実施する者に⽀給 

１体当たり 
⼤⼈（12歳以上） 

       226,100円以内 
⼩⼈（12歳未満） 

       180,800円以内 

災害発⽣の⽇から10⽇以内 災害発⽣の⽇以前に死亡した者で
あっても対象となる。 

死体の捜索 ⾏⽅不明の状態にあ
り、かつ、各般の事情
によりすでに死亡して
いると推定される者 

当該地域における通常の実費 災害発⽣の⽇から10⽇以内 輸送費、⼈件費は、別途計上 
 

死体の処理 災害の際死亡した者に
ついて、死体に関する
処理（埋葬を除く。）
をする。 

（洗浄、消毒等） 
１体当たり3,600円以内 
⼀時保存 
 既存建物借上費 

  通常の実費 
 既存建物以外 

１体当たり5,700円以内 
検案 

救護班以外は慣⾏料⾦ 

災害発⽣の⽇から10⽇以内 １ 検案は原則として救護班 
２ 輸送費、⼈件費は、別途計上
３ 死体の⼀時保存にドライアイ

スの購⼊費等が必要な場合は当
該地域における通常の実費を加
算できる。 

障害物の除去 居室、炊事場、⽞関等
に障害物が運びこまれ
ているため、⽣活に⽀
障をきたしている場合
で⾃⼒では除去するこ
とのできない者 

１世帯当たり 
   140,000円以内 

災害発⽣の⽇から10⽇以内  

輸送費及び賃
⾦職員等雇上
費 
（法第4条第1
項） 

１ 被災者の避難 
２ 医療及び助産 
３ 被災者の救出 
４ 飲料⽔の供給 
５ 死体の捜索 
６ 死体の処理 
７ 救済⽤物資の整理

配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期
間以内 

 

輸送費及び賃
⾦職員等雇上
費 
（法第4条第2
項） 

避難者の避難に係る⽀
援 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期
間以内 

災害が発⽣するおそれ段階の救
助は、⾼齢者・障害者等で避難⾏
動が困難な要配慮者の⽅の輸送
であり、以下の費⽤を対象とす
る。 
・避難所へ輸送するためのバス借
上げ等に係る費⽤ 
・避難者がバス等に乗降するため
の補助員など、避難⽀援のために
必要となる賃⾦職員等雇上費

度に住 家が半壊（焼）
した者

学⽤品の給与 住家の全壊（焼）、流
失、半壊（焼）⼜は床
上浸⽔により学⽤品を
喪失⼜は損傷等により
使⽤することができ
ず、就学上⽀障のある
⼩学校児童、中学校⽣
徒、義務教育学校⽣
徒及び⾼等学校等⽣徒

１ 教科書及び教科書以外の教
材で教育委員会に届出⼜はそ
の承認を受けて使⽤している
教材、⼜は正規の授業で使⽤
している教材実費 

２ ⽂房具及び通学⽤品は、１
⼈当たり次の⾦額以内 
⼩学校児童 4,800 円 
中学校⽣徒 5,100 円 
⾼等学校等⽣徒 5,600 円 

災害発⽣の⽇から 
（教科書） 
 １ヵ⽉以内 
（⽂房具及び 

通学⽤品） 
15⽇以内 

１ 備蓄物資は評価額 
２ ⼊進学時の場合は個々の実情

に応じて⽀給する。 

埋葬 災害の際死亡した者を
対象にして実際に埋葬
を実施する者に⽀給 

１体当たり 
⼤⼈（12歳以上） 

       219,100円以内 
⼩⼈（12歳未満） 
     175,200円以内 

災害発⽣の⽇から10⽇以内 災害発⽣の⽇以前に死亡した者で
あっても対象となる。 

死体の捜索 ⾏⽅不明の状態にあ
り、かつ、各般の事情
によりすでに死亡して
いると推定される者

当該地域における通常の実費 災害発⽣の⽇から10⽇以内 輸送費、⼈件費は、別途計上 
 

死体の処理 災害の際死亡した者に
ついて、死体に関する
処理（埋葬を除く。）
をする。 

（洗浄、消毒等） 
１体当たり3,500円以内 
⼀時保存 
 既存建物借上費 

  通常の実費 
 既存建物以外 

１体当たり5,500円以内 
検案 

救護班以外は慣⾏料⾦ 

災害発⽣の⽇から10⽇以内 １ 検案は原則として救護班 
２ 輸送費、⼈件費は、別途計上
３ 死体の⼀時保存にドライアイ

スの購⼊費等が必要な場合は当
該地域における通常の実費を加
算できる。 

障害物の除去 居室、炊事場、⽞関等
に障害物が運びこまれ
ているため、⽣活に⽀
障をきたしている場合
で⾃⼒では除去するこ
とのできない者

１世帯当たり 
   138,700円以内 

災害発⽣の⽇から10⽇以内  

輸送費及び賃
⾦職員等雇上
費 
（法第4条第1
項） 

１ 被災者の避難 
２ 医療及び助産 
３ 被災者の救出 
４ 飲料⽔の供給 
５ 死体の捜索 
６ 死体の処理 
７ 救済⽤物資の整理

配分

当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期
間以内 

 

輸送費及び賃
⾦職員等雇上
費 
（法第4条第2
項） 

避難者の避難に係る⽀
援 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認められる期
間以内 

災害が発⽣するおそれ段階の救助
は、⾼齢者・障害者等で避難⾏動
が困難な要配慮者の⽅の輸送であ
り、以下の費⽤を対象とする。 
・避難所へ輸送するためのバス借
上げ等に係る費⽤ 
・避難者がバス等に乗降するため
の補助員など、避難⽀援のために
必要となる賃⾦職員等雇上費



救助事務費 １ 時間外勤務⼿当 
２ 賃⾦職員等雇上費 
３ 旅費 
４ 需⽤費 
５ 使⽤料及び賃借料 
６ 通信運搬費 
７ 委託費 

地⽅⾃治法施⾏令第143条に
定める会計年度所属区分によ
り当該年度の歳出に区分され
る額を合算した各災害の当該
合計額が、法第21条に定める
国庫負担を⾏う年度に⽀出し
た、法第2条から第13条まで
に規定する救助の実施のため
に⽀出した費⽤及び第14条に
規定する実費弁償額のため⽀
出した費⽤を合算した額、法
第9条第2項に規定する損失補
償に要した費⽤の額、令第8
条第2項に定めるところによ
り算定した法第12条の扶助⾦
の⽀給基礎額を合算した額、
法第19条に規定する委託費⽤
の補償に要した費⽤の額並び
に法第20条第1項に規定する
求償に対する⽀払いに要した
費⽤の救助の実施が認められ
る期間以内及び災害救助費の
精算する事務を⾏う期間以内 
１ 三千万円以下の部分の⾦
額については百分の⼗ 
２ 三千万円を超え六千万円
以下の部分の⾦額については
百分の九 
３ 六千万円を超え⼀億円以
下の部分の⾦額については百
分の⼋ 
４ ⼀億円を超え⼆億円以下
の部分の⾦額については百分
の七 
５ ⼆億円を超え三億円以下
の部分の⾦額については百分
の六 
６ 三億円を超え五億円以下
の部分の⾦額については百分
の五 
７ 五億円を超える部分の⾦
額については百分の四 

救助の実施が認められる期
間以内及び災害救助費の精
算する事務を⾏う期間内 

災害救助費の精算事務を⾏うのに
要した経費も含む 

 
 範囲 費⽤の限度額 期間 備考 
実費弁償 災害救助法施⾏令第

４条第１号から第４
号までに規定する者 

１⼈１⽇当たり 
医師、⻭科医師 
24,900円以内 
薬剤師、診療放射線技師、 
臨床検査技師、臨床⼯学技⼠ 
及び⻭科衛⽣⼠ 
14,700円以内 
保健師、助産師、看護師及び 
准看護師 
14,100円以内 
救急救命⼠ 
13,400円以内 

  

救助事務費 １ 時間外勤務⼿当 
２ 賃⾦職員等雇上費
３ 旅費 
４ 需⽤費 
５ 使⽤料及び賃借料
６ 通信運搬費 
７ 委託費 

地⽅⾃治法施⾏令第143条に
定める会計年度所属区分によ
り当該年度の歳出に区分され
る額を合算した各災害の当該
合計額が、法第21条に定める
国庫負担を⾏う年度に⽀出し
た、法第2条から第13条まで
に規定する救助の実施のため
に⽀出した費⽤及び第14条に
規定する実費弁償額のため⽀
出した費⽤を合算した額、法
第9条第2項に規定する損失補
償に要した費⽤の額、令第8
条第2項に定めるところによ
り算定した法第12条の扶助⾦
の⽀給基礎額を合算した額、
法第19条に規定する委託費⽤
の補償に要した費⽤の額並び
に法第20条第1項に規定する
求償に対する⽀払いに要した
費⽤の救助の実施が認められ
る期間以内及び災害救助費の
精算する事務を⾏う期間以内 
１ 三千万円以下の部分の⾦
額については百分の⼗ 
２ 三千万円を超え六千万円
以下の部分の⾦額については
百分の九 
３ 六千万円を超え⼀億円以
下の部分の⾦額については百
分の⼋ 
４ ⼀億円を超え⼆億円以下
の部分の⾦額については百分
の七 
５ ⼆億円を超え三億円以下
の部分の⾦額については百分
の六 
６ 三億円を超え五億円以下
の部分の⾦額については百分
の五 
７ 五億円を超える部分の⾦
額については百分の四 

救助の実施が認められる期
間以内及び災害救助費の精
算する事務を⾏う期間内 

災害救助費の精算事務を⾏うのに
要した経費も含む 

 
 範囲 費⽤の限度額 期間 備考 
実費弁償 災害救助法施⾏令第

４条第１号から第４
号までに規定する者

１⼈１⽇当たり 
医師、⻭科医師 
24,700円以内 
薬剤師、診療放射線技師、 
臨床検査技師、臨床⼯学技⼠ 
及び⻭科衛⽣⼠ 
14,300円以内 
保健師、助産師、看護師及び 
准看護師 
14,100円以内 
救急救命⼠ 
13,300円以内 

  



⼟⽊技術者、建築技術者 
14,000円以内 
⼤⼯ 
27,800円以内 
左官 
29,300円以内 
とび職 
30,500円以内 

(注) この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合、県知事は内閣総理⼤⾂に協議し、その同意を得た上で、救
助の程度、⽅法及び期間を定めることができる。 
 
資料-9 

⼟砂災害警戒区域等 
（千葉県県⼟整備部、令和７年６⽉）

(1) ⼟砂災害警戒区域及び⼟砂災害特別警戒区域 
 

指定箇所 区域名 ⾃然現象の種類 告⽰⽇ 
警戒区域 
告⽰番号 

特別警戒区域 
告⽰番号 

備考 

1 神々廻 神々廻１ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
2 清⼾ 清⼾ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
3 ⾕⽥ ⾕⽥ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
4 復 富ヶ沢 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
5 平塚 平塚 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
6 復 富ヶ⾕ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
7 清⼾ 清⼾１ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
8 平塚 平塚２ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
9 ⾕⽥ ⾕⽥２ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  

10 神々廻 神々廻３ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
11 清⼾ 清⼾５ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
12 平塚 平塚３ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
13 平塚 平塚４ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 なし  
14 平塚 平塚５ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
15 平塚 平塚６ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
16 平塚 平塚７ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 なし  
17 平塚 平塚８ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
18 平塚 平塚９ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
19 平塚 平塚１０ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
20 神々廻 神々廻２ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
21 神々廻 神々廻５ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
22 神々廻 神々廻６ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
23 ⽩井・復 ⽩井１ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
24 清⼾ 清⼾３ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  

⼟⽊技術者、建築技術者 
13,900円以内 
⼤⼯ 
24,800円以内 
左官 
26,900円以内 
とび職 
27,300円以内 

(注) この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合、県知事は内閣総理⼤⾂に協議し、その同意を得た上で、救
助の程度、⽅法及び期間を定めることができる。 
 
資料-9 

⼟砂災害危険箇所・区域 
（千葉県県⼟整備部、令和 2 年 10 ⽉）

(1) ⼟砂災害警戒区域及び⼟砂災害特別警戒区域 
 

指定箇所 区域名 ⾃然現象の種類 告⽰⽇ 
警戒区域 
告⽰番号 

特別警戒区域 
告⽰番号 

備考 

1 神々廻 神々廻１ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
2 清⼾ 清⼾ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
3 ⾕⽥ ⾕⽥ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
4 復 富ヶ沢 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
5 平塚 平塚 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
6 復 富ヶ⾕ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
7 清⼾ 清⼾１ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
8 平塚 平塚２ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
9 ⾕⽥ ⾕⽥２ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  

10 神々廻 神々廻３ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
11 清⼾ 清⼾５ 急傾斜地の崩壊 H22.7.16 千葉544号 千葉545号  
12 平塚 平塚３ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
13 平塚 平塚４ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 なし  
14 平塚 平塚５ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
15 平塚 平塚６ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
16 平塚 平塚７ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 なし  
17 平塚 平塚８ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
18 平塚 平塚９ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
19 平塚 平塚１０ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
20 神々廻 神々廻２ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
21 神々廻 神々廻５ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
22 神々廻 神々廻６ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
23 ⽩井・復 ⽩井１ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
24 清⼾ 清⼾３ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  



25 清⼾ 清⼾４ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
26 清⼾ 清⼾６ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
27 清⼾ 清⼾７ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
28 復 復２ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
29 清⼾ 清⼾８ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第345号 千第347号  
30 南⼭2丁⽬、復 南⼭１ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 なし  
31 復 復４ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第 347 号  
32 復 復５ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第 347 号  
33 平塚 平塚１１ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第 347 号  
34 平塚 平塚１２ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第 347 号  
35 平塚 平塚１３ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第 347 号  
36 平塚 平塚１４ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第 347 号  
37 平塚 平塚１５ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第 347 号  
38 名内 名内１ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 なし  
39 名内 名内２ 急傾斜地の崩壊 R7.6.10 千第 345 号 千第347号  

 
資料-10 

主な防災関係機関⼀覧 
（危機管理課、令和7年7⽉）

１．千葉県 
機関名 担当部局 電話番号 

千葉県庁 防災対策課 043-223-2175 
印旛地域振興事務所 地域防災課 043-483-1122 
千葉県印旛保健所（印旛健康福祉センター） 総務課 043-483-1133 
印旛農業事務所 総務課 043-483-1125 
印旛⼟⽊事務所 総務課 043-483-1140 
葛南⼟⽊事務所 総務課 047-433-2421 
企業局船橋⽔道事務所 千葉ニュータウン⽀所 ⼯務課 0476-46-3514 
⼿賀沼下⽔道事務所 総務⽤地課 04-7197-3349 

 
３．指定公共機関 

機関名 担当部局 電話番号 
⽇本⾚⼗字社 千葉県⽀部 救護福祉課 043-241-7531 
⽇本放送協会 千葉放送局 企画総務 043-203-0597 
NTT 東⽇本(株) 千葉事業部 千葉災害対策室 043-211-8652 
⽇本郵便(株) ⽩井郵便局 047-491-3033 
東京ガス（株） 千葉⽀社 043-243-8444 
⽇本通運(株) 千葉⽀店 総務課 043-307-3754 
佐川急便(株) ⼋千代営業所 047-458-1123 
東京電⼒パワーグリッド(株) 東葛⽀社  03-6375-9803 
(株)ＮＴＴドコモ 千葉⽀店 ネットワーク部 043-301-0055 

25 清⼾ 清⼾４ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
26 清⼾ 清⼾６ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
27 清⼾ 清⼾７ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  
28 復 復２ 急傾斜地の崩壊 H27.3.17 千葉235号 千葉239号  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料-10 

主な防災関係機関⼀覧 
（危機管理課、令和4年12⽉）

１．千葉県 
機関名 担当部局 電話番号 

千葉県庁 防災対策課 043-223-2175 
印旛地域振興事務所 地域防災課 043-483-1122 
印旛健康福祉センター 総務課 043-483-1133 
印旛農業事務所 総務課 043-483-1125 
印旛⼟⽊事務所 総務課 043-483-1140 
葛南⼟⽊事務所 総務課 047-433-2421 
企業局船橋⽔道事務所 千葉ニュータウン⽀所 ⼯務課 0476-46-3514 
⼿賀沼下⽔道事務所 総務⽤地課 04-7197-3349 

 
３．指定公共機関 

機関名 担当部局 電話番号 
⽇本⾚⼗字社 千葉県⽀部 救護福祉課 043-241-7531 
⽇本放送協会 千葉放送局 企画総務 043-203-0597 
東⽇本電信電話(株) 千葉事業部 千葉災害対策室 043-211-8652 
⽇本郵便(株) ⽩井郵便局 047-491-3033 
東京ガス（株） 千葉⽀社 043-243-8444 
⽇本通運(株) 千葉⽀店 総務課 043-307-3754 
佐川急便(株) ⼋千代営業所 047-458-1123 
東京電⼒パワーグリッド(株) 東葛⽀社  03-6375-9803 
(株)ＮＴＴドコモ 千葉⽀店 ネットワーク部 043-301-0055 



資料-24 
気象警報・注意報の発表基準 

（銚⼦地⽅気象台、令和７年５⽉２９⽇）

⽩井市 
府県予報区 千葉県 
⼀次細分区域 北⻄部 
市町村等をまとめた地域 印旛 

警 報 

⼤⾬ 
浸⽔害 表⾯⾬量指数基準 20 
⼟砂災害 ⼟壌⾬量指数基準 123 

洪⽔ 
流域⾬量指数基準 神崎川流域＝6.5 
指定河川洪⽔予報 
よる基準 

利根川中流部[取⼿・押付] 

暴⾵ 平均⾵速 20ｍ/s 
暴⾵雪 平均⾵速 20ｍ/s 雪を伴う 
⼤雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ10㎝ 

注意報 

⼤⾬ 
表⾯⾬量指数基準 10 
⼟壌⾬量指数基準 89 

洪⽔ 流域⾬量指数基準 神崎川流域＝5.2 
強⾵ 平均⾵速 13ｍ/s 
⾵雪 平均⾵速 13ｍ/s 雪を伴う 
⼤雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ5㎝ 
雷 落雷等により被害が予想される場合 
濃霧 視程 100ｍ 
乾燥 最⼩湿度30％で、実効湿度60％ 

低温 
夏季（最低気温）：銚⼦地⽅気象台で16℃以下の⽇が２⽇以上継続 
冬季（最低気温）：銚⼦地⽅気象台で-３℃以下、千葉特別地域気象観測所で
-５℃以下 

霜 晩霜期に最低気温４℃以下 
着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間⼤⾬情報 １時間⾬量 100㎜ 
 

資料-24 
気象警報・注意報の発表基準 

（銚⼦地⽅気象台、令和 5 年 6 ⽉ 8 ⽇）

⽩井市
府県予報区 千葉県 
⼀次細分区域 北⻄部 
市町村等をまとめた地域 印旛 

警 報

⼤⾬ 
浸⽔害 表⾯⾬量指数基準 20 
⼟砂災害 ⼟壌⾬量指数基準 123 

洪⽔ 
流域⾬量指数基準 神崎川流域＝5.7 
指定河川洪⽔予報 
よる基準 

利根川中流部[取⼿・押付] 

暴⾵ 平均⾵速 20ｍ/s 
暴⾵雪 平均⾵速 20ｍ/s 雪を伴う 
⼤雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ10㎝ 

注意報

⼤⾬ 
表⾯⾬量指数基準 10 
⼟壌⾬量指数基準 89 

洪⽔ 流域⾬量指数基準 神崎川流域＝4.6 
強⾵ 平均⾵速 13ｍ/s 
⾵雪 平均⾵速 13ｍ/s 雪を伴う 
⼤雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ5㎝ 
雷 落雷等により被害が予想される場合 
濃霧 視程 100ｍ 
乾燥 最⼩湿度30％で、実効湿度60％ 

低温 
夏季（最低気温）：銚⼦地⽅気象台で16℃以下の⽇が２⽇以上継続 
冬季（最低気温）：銚⼦地⽅気象台で-３℃以下、千葉特別地域気象観測所で
-５℃以下 

霜 晩霜期に最低気温４℃以下 
着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間⼤⾬情報 １時間⾬量 100㎜ 
 


